
問い合わせ先 お天王さま夏祭り…陸前高田商工会☎0192（55）3300
チャオチャオ陸前高田…陸前高田まちづくり協働センター☎0192（47）4776

問い合わせ先 市役所交流推進課定住交流係（内線414）

年度

対 象 者 市内在住で、転入する１年前から転入後３年以内に住宅を取得した 59 歳以下の人

補助経費 住宅の建築費・購入費、中古住宅の購入に伴う改修費

補助金額 対象経費の５分の１以内（上限 100 万円）＋子育て加算※ 100 万円（１世帯あたり）

➋若者定住住宅取得支援事業費補助金

詳細は
こちら

受給資格
の確認は

こちら

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

　本年も高田町のお天王さま夏まつり2026の中でチャオチャオ陸前高田道中おどりが開催されます。
　チャオチャオ道中おどりの参加者を募集しますので、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

お天王さま夏まつり 2026　～チャオチャオ陸前高田道中おどり～

お天王さま夏祭り

◆開催日時…７月 18 日㈯、19 日㈰、20 日（月・祝）午後４時～８時 30 分
◆場　　所…まちなか広場周辺（高田町）
◆内　　容…出店、各種イベント

チャオチャオ陸前高田

◆開催日時…７月 18 日㈯　午後６時 30 分～７時 30 分頃　※雨天の場合は 19 日㈰に延期
◆場　　所…まちなか広場周辺（高田町）
◆参加資格…個人、企業、団体、サークルなど誰でも参加可
◆内　　容…➊第１部（チャオチャオ陸前高田、陸前高田音頭、寄さこい見さこい陸前高田）
　　　　　　※要事前申込➋第２部（内容は第１部と同じ）※自由参加
◆参加募集期間…６月８日㈪～ 19 日㈮
◆申込書配布場所…陸前高田商工会、陸前高田まちづくり協働センター、各地区コミュニティセン
　　　　　　　　　ター、市役所商工観光課、市観光物産協会
◆申 込 先…陸前高田まちづくり協働センターへ申込書をＦＡＸ (0192(47)4776） または持参

年度

■令和８年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。

　子ども・子育て支援金制度は、国が策定した「こども・子育て支援加速化プラン」において、子育て
を社会全体で支えるために創設された制度です。全ての世代や企業の皆さんに「子ども・子育て支援金」
を負担していただき、それを財源として子育て世帯への支援を行い、少子化に歯止めをかけ、日本の未
来を支えていく制度です。
◆子ども・子育て支援金について

　子ども・子育て支援金は、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人だけでなく、会社員
や公務員など、すべての医療保険加入者が負担するものです。本年度から、従来の国民健康保険税や後
期高齢者医療保険料とあわせて納付していただきます。皆さんからお預かりした支援金は、「子ども・子
育て支援納付金」として国に納付します。
◆本制度に関する問い合わせ先

　こども家庭庁コールセンター☎ 0120(303)272（受付時間　午前９時～午後６時 日曜祝日を除く）
■令和８年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

　令和８年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は次のとおり変更となります。
　個別に算出された年間の保険税・保険料の金額は、７月に送付する決定通知書でご確認ください。
※世帯（世帯主と被保険者）の所得に応じて、均等割額および平等割額の軽減（２・５・７割）が適用
　されます。
◆国民健康保険税

令和７年度
区分 医療保険分 高齢者支援分 介護保険分

所得割 7.40% 2.50% 2.30%
均等割 30,100 円 10,100 円 11,300 円
平等割 22,300 円 7,500 円

5,800 円平等割 ( 特定世帯 ) 11,150 円 3,750 円
平等割 ( 特定継続世帯 ) 16,725 円 5,625 円

賦課限度額 66 万円 26 万円 17 万円

年度 令和８年度
区分 医療保険分 高齢者支援分 介護保険分

所得割 7.25％ 2.35％ 2.30%
均等割 20,800 円 7,500 円 7,600 円
平等割 21,400 円 7,200 円

5,800 円平等割 ( 特定世帯 ) 10,700 円 3,600 円
平等割 ( 特定継続世帯 ) 16,050 円 5,400 円

賦課限度額 67 万円 26 万円 17 万円

子ども支援分（新設）
0.30％

1,100 円
700 円
350 円
525 円
３万円

年度
区分

所得割
均等割

賦課限度額

令和７年度
医療保険分

8.53%
43,800 円

80 万円

区分
所得割
均等割

賦課限度額

令和８年度
医療保険分

8.50%
48,800 円

85 万円

◆後期高齢者医療保険料

子ども支援分（新設）
0.26％

1,366 円
21,000 円

　市では、移住者や若者を対象に、住宅取得の支援を行っています。
　対象者の詳細な条件、自身が対象者となるかは下の二次元コードからご確認ください。
　対象と思われる人は、市役所交流推進課までお問い合わせください。

移住者や若者の住宅取得を支援しています

❶移住定住促進助成金

対 象 者 市内に住所を有する 39 歳以下の人（申請時点）で、市内に新たに住宅を取得した人

対象経費 住宅の建築費・購入費、中古住宅の購入に伴う改修費

補助金額 対象経費の５分の１以内（上限 50 万円）＋子育て加算※ 50 万円（１世帯あたり）

➋若者定住住宅取得支援事業費補助金

※申請年度の４月１日時点で同一世帯に 18 歳未満の子どもがいる場合に該当
※➊、➋ともに陸前高田地域共通商品券で支給

❶移住定住促進助成金

問い合わせ先 国民健康保険税…市役所税務課市民税係（内線113）
後期高齢者医療保険料…市役所市民課国保年金係（内線138）

詳細は
こちら

受給資格
の確認は

こちら

　市役所からのＨＯＴ ＬＩＮＥ

122026年 (令和８年 )６月号13 RIKUZENTAKATA

参加者募集！


